
審議会等の会議報告

１ 会議名 第２２回津市都市計画審議会

２ 開催日時
平成２９年７月１３日（木）

１３時３０分から１５時００分まで

３ 開催場所 津市役所本庁舎 ４階庁議室

４ 出席した者の氏名

（都市計画審議会委員）

浦山益郎、豊福裕二、辻正敏、松田弘子、赤野利彦、

鈴木直樹、松田隆雄、伊藤康雄、豊田光治、堀口順也、

川口円、岩脇圭一、福田慶一

（事務局）

副市長（青木）、

都市計画部長（加藤）、都市計画部次長（伊藤）、

都市計画部都市政策担当参事兼都市政策課長（別府）、

都市政策課都市計画・景観担当主幹（清水）、

都市政策課都市計画・景観担当（松下、水谷）

建設部長（大西）、建設部次長（濵口）、

建設整備課長（北岡）、

建設整備課調整・公園整備担当主幹（村田）

防災室長（別府）

スポーツ振興課長（垣野）

５ 内容

１ 開会

２ 副市長挨拶

３ 会長・副会長の選任

４ 議題

津審議第５９号 津都市計画公園の変更（津市決定）

５ その他

  津市都市マスタープラン『全体構想編』(案)について

６ 閉会

６ 公開又は非公開 公開

７ 傍聴者の数 ０人

８ 担当

都市計画部都市政策課都市計画・景観担当

電話番号 ０５９－２２９－３１８１

E-mail 229-3177@city.tsu.lg.jp 
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会議の内容 以下のとおり

事務局 

副市長 

事務局 

赤野委員 

事務局

委員一同

事務局 

委員一同 

事務局 

仮議長（豊田委員）

事務局 

仮議長（豊田委員）

豊福委員 

仮議長（豊田委員）

委員一同 

仮議長（豊田委員）

浦山委員 

仮議長（豊田委員）

事務局 

【開会宣言】 

【開会挨拶】 

【委員紹介】 

 それでは、会議次第に従いまして、「３ 会長・副会長の選出」につ

いて、お願いしたいと思います。

 選出につきましては、津市都市計画審議会条例第６条第１項に基づ

き、委員の選挙により学識経験者として任命させていただきました方々

から、会長及び副会長１名を定めることとなっておりますが、いかがい

たしましょうか。

 事務局一任

 事務局一任という発言をお受けしましたが、いかがでしょうか。

 異議なし

 それでは、事務局一任というお声をいただきましたので、事務局から

仮議長を推薦させていただきたいと思います。

 会長・副会長は、学識経験者として任命された委員のうちから定める

こととなっておりますので、仮議長につきましては、市議会議員の方か

らお願いしたいと思いますが、市議会議員の皆様の中で、年長の方にお

引き受けいただければと考えておりますが、いかがでしょうか。

 異議なし

 それでは、豊田委員、よろしくお願いします。

 会長選出までの間ですが、議事進行をいたしますので、ご協力お願い

します。

 では、本日の審議会の成立の可否について、事務局より報告してくだ

さい。

 ご報告申し上げます。

 ただいま、審議会委員１５名中１３名の方がご出席いただいておりま

すので、津市都市計画審議会条例第７条第２項の規定によりまして、会

議は成立しております。

 会議の成立を認めます。

 それでは、会長の選出を行いたいと思います。

 まず、会長の選出についてですが、どなたかご推薦ございませんでし

ょうか。

 都市計画がご専門の浦山委員に会長をお願いしたいと思います。

 浦山委員とのご発言がありましたが、いかがいたしましょうか。

 異議なし

 それでは、浦山委員、お引き受けいただけますでしょうか。

 はい。

 それでは、浦山委員を会長に選出させていただきたいと思います。仮

議長としての私の役目はここまでとさせていただきます。以降の議事進

行につきましては、浦山会長にお願いいたします。どうもご協力ありが

とうございました。

 会議の議長は、津市都市計画審議会条例第７条第１項の規定によりま

して、会長が務めることになっております。  

 浦山会長、前方の議長席にお願いいたします。

 浦山会長、副会長の選出について、よろしくお願いします。
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議長（浦山会長）

赤野委員 

議長（浦山会長）

委員一同 

議長（浦山会長）

委員一同 

議長（浦山会長）

辻委員 

議長（浦山会長）

事務局 

辻副会長 

議長（浦山会長）

事務局 

議長（浦山会長）

事務局 

【会長挨拶】

 それでは、副会長の選出について、いかがいたしましょう。どなたか

ご推薦ございませんでしょうか。

 会長一任

 会長一任とのご発言がございましたので、推薦させていただいてもよ

ろしいでしょうか。

 異議なし

 それでしたら、津商工会議所副会頭である辻委員にお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。

 異議なし

 辻委員、お引き受けいただけますでしょうか。

 ご推薦いただきましたので、お受けいたします。

 それでは、辻副会長、よろしくお願いいたします。

 それでは、辻副会長、前方の副会長席にお願いいたします。

【副会長就任挨拶】

 それでは、お手元の会議次第のとおり進めたいと思いますが、まずは、

事務局、本日の傍聴者の状況について、ご説明願います。

 審議会の公開につきましては、津市情報公開条例第２３条に基づきま

して、公開することになっており、会議の議事録は発言者の氏名を記載

し、ホームページで公表させていただきますので、ご了承のほどよろし

く願いします。

 なお、本日は傍聴者がおりませんので、このまま審議を進めていただ

きますようお願いします。

 議題に入りたいと思います。事務局、「４ 議題」についての説明を

お願いします。

 それでは、津審議第５９号津都市計画公園の変更についてご説明いた

します。

 議案の説明につきましては、前方のスライドで説明させていただきま

す。今回の変更は、新規の公園の追加ですが、津都市計画区域内にある

都市計画公園全体に「追加」という取扱いになるので、「変更」扱いと

なります。

 まず都市計画公園について説明させていただきます。

 都市計画公園とは道路や公園など、都市計画決定された都市計画施設

のひとつであり自然的環境の中での休息、遊戯、運動等のレクリエーシ

ョン、大震災、火災等の災害時の避難などの用に供されることを目的と

した公共空地の一つです。

 都市計画公園の種類についてご説明します。

 都市計画公園は種類ごとに、規模や目的、配置の基準が概ね決まって

います。主なものとしては、左から、半径２５０ｍを誘致基準とした街

区公園、半径５００ｍを誘致基準とした近隣公園、半径１ｋｍを誘致基

準とした地区公園、市の区域を対象とした総合公園の４種類です。この

うち、今回、追加する香良洲高台防災公園は「地区公園」として計画し

ています。

 香良洲高台防災公園を新たに整備することにより、津都市計画区域に

次のとおり公園を追加します。追加する公園の概要は、種別は、地区公

園、名称は、番号が４・４・７、公園名が香良洲高台防災公園、位置は、
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津市香良洲町字新開地、面積は、約９．２ha、主な公園の施設は、芝

生広場、サッカー場、駐車場、管理事務所、備蓄倉庫等を予定していま

すが、詳細については、今後主な利用者となる地域の方々と協議を行っ

て決めてまいります。

 香良洲地区の現状についてですが、津波対策が緊急の課題となってい

ます。

 その理由としては、香良洲地区の多くが海抜２ｍ以下であること、香

良洲地区へ架かる橋が通行不能となった場合に高台への避難が困難で

あることなど、南海トラフを震源とする地震において、理論上最大クラ

スの津波により香良洲地区全域での浸水被害が予測されていることが

あります。

 こちらが地区の海抜の状況です。概ね海抜は０～４ｍの状況です。香

良洲地区内へ架かる橋は、３か所です。

 こちらが津波浸水の状況で、理論上最大クラス、マグニチュード９．

１の地震が発生した場合、地区全体の浸水が予想されています。

 現在の香良洲地区の津波避難の状況についてご説明します。

 津波避難ビルとして津市香良洲庁舎など７箇所を指定しているが、香

良洲地区の南部に集中していることや、地区内全住民が避難できる収容

人数が不足している状況にあります。

 津波避難ビルの配置はこのようになっております。

 今回計画地は、こちらになります。

 高台防災公園を整備すると地区北部での整備により、避難場所の偏り

の解消、収容人数の確保が可能となります。

 津市総合計画後期基本計画において、津波避難対策として平常時にも

活用できる高台公園等の整備の検討と、また津市地域防災計画にも位置

付けあること、都市マスタープランにも、一時避難場所としての機能を

有する公園等の整備が位置付けしております。

 また、当該公園の計画地は市所有地であり、新たに用地を取得する必

要はないことや、盛り土については、中勢バイパスの整備にかかる残土

や、国・県が管理する河川のしゅんせつ土など公共事業に伴い発生する

土砂を有効活用しています。

 計画についてご説明します。

 こちらが位置図となります。

 位置は香良洲地区の北部になります。

 当該地は、工業専用地域に位置し、周囲は第一種住居地域と市街化調

整区域です。

 航空写真です。

 香良洲総合支所はこちら、小学校、中学校がこちらになります。

 平面計画図です。

 現時点での参考となりますが、こちらにサッカー場、芝生広場、管理

事務所、駐車場を予定しておりますが、今後地元との協議の中で最終的

に決定してまいります。津波発生時には車両は南側、北側及び西側の３

か所から、歩行者は各方向に設置するスロープや階段により高台へと避

難できるようになっております。

 この部分の海抜等の高さ関係がわかる断面図を次のスライドにてご

説明します。断面はこの箇所になります。

 断面図です。
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議長（浦山会長）

福田委員 

議長（浦山会長）

事務局 

議長（浦山会長）

事務局 

福田委員 

議長（浦山会長）

福田委員 

事務局 

 堤防の高さは、海抜＋５．５ｍです。現況の地盤高さは、海抜＋２．

０ｍ程度です。造成後の高さは、海抜＋１０．０ｍです。赤で着色した

部分が、盛土にて造成する部分となります。予測の津波の最大高さが、

海抜＋７．０ｍとなっております。

 造成後の平場から見た写真ですが、この方向から見た写真がこちらに

なります。このラインが堤防と同じ高さになります。この範囲も埋め立

てることになります。

 こちらの方向から見た写真です。このラインが堤防のラインで造成後

の高さは海抜＋１０．０ｍでこのラインとなります。

 こちらからの写真となります。こちらが堤防の高さのラインであり、

このラインが造成後のラインとなります。

 縦覧の状況です。

 縦覧期間は、平成２９年６月１日から６月１５日でした。縦覧者は２

名で意見書の提出はありませんでした。

 事業のスケジュールをご説明します。

 平成２４年度より造成を開始しました。平成２９年度は都市計画決

定、事業認可、実施設計が予定されております。平成３０年度は高台造

成の完了、公園の工事着手、平成３１年度、３２年度は引き続き工事、

平成３３年度は供用開始を予定しております。

 説明は以上となります。

 ありがとうございました。ただいまの議題は資料の３ページに記載さ

れていますが、スライドにてご説明いただきました香良洲高台防災公園

を都市計画公園の一部に追加するという議題です。

 今までの説明でご意見、ご質問はございますでしょうか。

 説明を受け概ね理解しました。参考までにお聞きしますが、都市計画

公園の区域の中に建築物を建築する時には、都市計画法上の許可が必要

になったかと思いますが、説明の中にあった管理事務所や備蓄倉庫は地

元の方と協議をするということですが、都市計画法上の建築制限の規定

との整合性について教えていただきたい。

 事務局説明をお願いします。

 都市計画公園の区域内に建築物を建築する場合は、原則、都市計画法

第５３条の規定による許可申請が必要となります。そこで建築できるか

判断することになります。

 その申請は現在、提出されているのでしょうか。また公園計画の一部

として提出されているのでしょうか。

 基本的に公園施設については手続きは必要ありません。公園施設外の

ものを建築する場合は手続きが必要となります。

 高さや面積については規制はあるのでしょうか。たしか都市計画法第

５３条にてそのような規制があったかと思いますが。

 質問の意図を整理したいと思いますが。管理事務所等の建築形態をど

のようにコントロールするということですか。それとも公園計画の一部

なのかどうなのかという質問でしょうか。

 公園の区域内には高さや面積の規定があったと思うのですが、このよ

うな高さまでしか建てられないとか、あるいはこのような建築物しか建

てられないとかいう規制があるのでしょうか。

 都市計画公園になりますので、その目的物である建物については都市

計画法第５３条の規定の対象外となります。ただ、都市計画区域内で工
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福田委員 

事務局 

福田委員 

議長（浦山会長）

事務局 

議長（浦山会長）

事務局 

議長（浦山会長）

事務局 

業専用地域という用途地域となっていますので、建築基準法上の規定を

守る必要がありますので、その範囲内での建築、かつ、都市公園法にお

いて都市公園の何パーセントまでしか建築物が建てられないという基

準もありますので、そういったものはクリアしていただく必要がありま

すが、都市計画法第５３条においては、都市計画公園の中に今回の計画

のような公園施設としての建築物を建築する際には許可は必要ありま

せん。

 ちなみに高さはどのような制限がありますでしょうか。

 工業専用地域については、都市計画法上、建築基準法上において絶対

高さの規制はないのですが、敷地の外側の道路から道路斜線についての

規制、道路反対側から斜めに線を引いてそれを超えないように高さを規

制しているということはあります。

 規制があるということについては、理解しました。住民の方とご協議

いただくとのことですので、より良いものを作っていただきたいと依頼

し、質問を終わらせていただきます。

 他にありますでしょうか。いかがでしょうか。

 では私から質問します。スライド番号の９枚目をお願いします。今計

画されている高台公園はその緑の所ですが、多くの住民が住んでおられ

るのはこの図面でいう②、③あたりですよね。あってはならないでしょ

うが、津波が来たとなると②、③あたりに住んでいる人は、普通、西の

方に逃げていくと思うのですが、橋が色々な事情で遮断されたとする

と、津波の方へ向かっていくような方向に公園があると思うのですが。

それは支障がないのでしょうか。多くの人は車で西の方に逃げると思う

のですが、例えば③とは④の人が西の方に逃げると、②の中の人が逆流

して海の方の高台公園の方に逃げるとなると避難行動がクロスします

よね。そういうことについても支障がないのでしょうか。

 心理的な抵抗はあると思いますが、普段からの避難訓練や周知を図っ

ていき、実際に最近避難訓練を実施してもらって６００名の参加があり

ました。有事の際はこちらまで避難も含め日頃からの避難訓練等の周知

によって、そういった面は出来るだけ解消を図っております。

 日常の避難訓練のようなもので交通整理といいますか、避難誘導、避

難のルートだとかそういったことを周知するというご発言いただきま

したが、ぜひそういう風にしていただかないと波の方に逃げるというの

は相当心理的にプレッシャーがあるのではないかと思います。

 それからもう一点、現状の避難ビルでは収容人員が不足するこの公園

を作ると収容人員が確保できるとありますが、この意味はどういうこと

でしょうか。今、香良洲に何人がお住まいなのか知りませんが、その人

達が全員逃げて行っても収容できる広さがあるということでしょうか。

 現在、香良洲地区内に７箇所避難指定ビルがございまして、１㎡/人
とすると３，０００㎡、３，０００人分の津波避難ビルを確保しており

ます。今回この高台防災公園を整備することで全員が津波避難ビルに避

難することが可能となります。

 確認ですけど、避難ビルに全員、それとも公園に全員逃げられるとい

うことでしょうか。今、避難ビルに逃げられると言ったように思われま

すが。

 津波の避難については、より遠く、より高く逃げていただくことが大

原則となります。その上で避難に時間を要する方、また、避難支援にあ
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議長（浦山会長）

事務局 

議長（浦山会長）

岩脇委員 

事務局 

議長（浦山会長）

辻副会長 

事務局 

議長（浦山会長）

委員一同 

議長（浦山会長）

事務局

たる方がやむを得ず一時的に避難ビルに逃げることが出来るという場

所でございます。その中で香良洲には７箇所、津波避難ビルを確保して

おりますが、この高台防災公園が整備されますと津波避難ビル的にここ

にも避難することが出来るということになります。その中で香良洲地区

の住民が約４，７００名、今３．０ha 以上の高台として整備する計画

でございますので、もし万が一高台に避難することになっても香良洲の

方がここに避難することが出来る施設になっております。

 区域の全体の面積が約９ha でしたよね。上の平場の部分がどれくら

いかわからないので、それを１人当たり１畳という風に計算すると何人

を収容できるのか。

 今回計画している完成形の形で約４．７ha の平場が出来ると考えて

おります。その中からヘリコプターでの避難等の必要な施設、スペース

を差し引いても３．０ha 以上のスペースは確保できる計画です。

 １㎡/人の考え方をすると約３万人分が収容できるスペースはありま

す。

 わかりました。大体イメージが出来たのではないかなと思います。他、

ご意見、ご質問はございますでしょうか。

 緑の網掛けの所は植栽ということですが、海辺ということもあります

が、どのようなものを計画しているのでしょうか。

 この部分等は法面の部分になりまして、現段階では芝生の植栽を計画

しております。

 他、ございますでしょうか。

 今、普段の防災訓練、避難訓練において住民の方たちは海に向かって

逃げることについて抵抗はないのではないかということでしたが、住民

の方ばかりではないと思うんですね。何かの関係でよそからお越しにな

ってきている方とか、サッカー場とかあるわけですからサッカーの試合

に来ている人がいたり、どこかに泊まっているとかそういう人がいた場

合に避難を誘導するための対策はどのようにお考えでしょうか。

 今香良洲の住民の方は防災計画を作られていますので、住民の中では

かなり避難に対する考え方は広まっているかと思います。おっしゃって

いただいたようにスポーツ、観光に来た方がとまどうことなく避難でき

るように所々にサインを設置したり、完成後の利用の際にはこういう時

はこのように避難してくださいというようなことでサインをしてもら

うとか、迷うことなく避難してもらえるよう啓発していきたいと思いま

す。

 ほか、ご意見、ご質問ございますでしょうか。

 ありがとうございました。いくつかご質問がありましたが、この計画

を問題ありという意味のご質問ではなくて確認するという趣旨のご意

見だと思いますので原案通り、原案というのは都市計画公園にこの香良

洲高台防災公園を追加するという事務局の案にしてはいかがと思いま

すが、どうでしょうか。

 異議なし

 ありがとうございます。異議がないようですので答申案の作成に入り

たいと思いますが事務局、どのくらい時間が必要でしょうか。

 答申の準備はすぐできますので、このままお待ちいただけますでしょ

うか。

【答申書作成】
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議長（浦山会長）

委員一同 

議長（浦山会長）

事務局 

 答申案を確認のため、朗読させていただきます。

 平成２９年７月１３日 津市長前葉泰幸様、津市都市計画審議会 会

長 浦山益郎、津都市計画公園の変更（津市決定）について（答申）、

平成２９年６月１４日付け津市都第３２５号にて諮問のあった、津審議

第５９号津都市計画公園の変更（津市決定）について、審議の結果、原

案どおり本審議会の決定をみたので答申します。

 これで答申させていただいてよろしいでしょうか。

 異議なし

【会長から副市長へ答申書を手渡す】

 以上で、議題の審議は終了とさせていただきます。続きまして、会議

次第の「５ その他」ですが、事務局から何かありましたらお願いいた

します。

 その他事項といたしまして津市都市マスタープランの全体構想編

（案）についてご説明させていただきますが、その前に議案の説明員に

ついては、ここで退室させていただきます。

【都市計画部次長、建設部職員、防災室職員、スポーツ振興課職員退室】

 では、その他事項といたしまして、現在策定を進めております津市都

市マスタープランについて、『全体構想編』（案）を作成しましたのでそ

の内容についてご説明いたします。

 恐れ入りますが、資料２－参考１「津市都市マスタープラン『全体構

想編』（案）の概要」をご覧ください。こちらは、「２－参考２ 津市都

市マスタープラン『全体構想編』（案）」の内容をまとめたもので、この

資料を使ってご説明いたします。

 １ページをご覧ください。

 今回ご説明いたしますのは、都市マスタープランのうち全体構想編の

部分で、本年５月には市議会協議会に協議を行ったものでございます。

本日はその時の資料を用いて説明させていただきます。

 それでは、「第１章 計画策定の目的について」ご説明いたします。

 「１．計画策定の背景と目的」についてでございます。

 人口減少・少子高齢化など、近年の社会情勢の変化に対応するため、

人口規模や経済規模に見合ったまとまりのある市街地の形成や、様々な

都市機能がコンパクトに集積した生活利便性の高い都市づくり、持続的

に発展できるような都市構造の構築を図るために計画を策定します。

 次に、「２．都市マスタープランとは」についてでございます。

 津市都市マスタープランは、上位計画であります「三重県都市計画マ

スタープラン」や「津市総合計画」などの内容に即するとともに、関連

計画との整合を図ります。

 また、緑の分野と連携した一体性のある計画とするため、緑の基本計

画を津市都市マスタープランに統合することとしました。

 計画対象区域は、津市全域とし、計画期間は平成３０年度から平成３

９年度までの１０年間としております。

 次に、「３．計画の内容」についてでございます。

 計画に位置付ける内容としましては、都市づくりにおける基本理念や

目標、将来都市構造、土地利用の基本方針、分野別の都市づくりの方針

などでございまして、右側の図に構成を記載しております。

 続きまして、２ページをご覧ください。「第２章 都市の現況」と、

「第３章 都市づくりの課題」をまとめておりますので、主なものにつ
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いてご説明します。

 まず、統計データから見た津市の特性、「①人口等の動向の特性」に

ついては、国勢調査による本市の総人口は平成１７年をピークに減少し

ており、人口密度が高い市の中心部でも人口は減少しています。地域別

では中山間部の高齢化が進んでおります。

 「②産業動向に関する特性」については、農業は、農家数、経営耕地

面積ともに減少し、工業は、事業所数、従業者数は減少している一方、

１事業所当たりの製造品出荷額は近年増加、商業は、従業員者数は横ば

いである一方、年間商品販売額や店舗数は減少しています。

 「③土地利用に関する特性」については、開発動向は市街化区域内で

の開発が多いものの、市街化調整区域や非線引きの都市計画区域内でも

一定の開発は進行しております。

 「④移動に関する特性」については、通勤・通学は、市内移動の割合

が高く、市内の移動では、津地域への通勤が多く、買い物や通院は津地

域、久居地域、河芸地域が多くなっております。また、市内の移動手段

は自動車の割合が高く、郊外ほどその傾向は顕著です。

 次に、施設分布、防災から見た津市の特性についてですが、「⑤施設

整備に関する特性」では、行政サービス施設、教育施設、医療施設等は

市街化区域内に多く立地しております。

 「⑥防災関連に関する特性」では、沿岸部の広い範囲が、津波浸水想

定区域に設定されており、河川沿いの市街地においても過去に豪雨によ

る浸水被害があります。

 続きまして３ページをご覧ください。

 「２．都市づくりの課題」についてでございます。

 人口減少は、都市の低密度化を進行させ、日常的な生活サービス水準

の維持、既存施設の維持管理費や更新費の確保に影響を及ぼします。こ

れらの状況を踏まえ、持続可能で効率的な都市づくりを進めていくほ

か、災害リスクに対応した安全・安心な都市づくりを推進することが重

要であり、さらに地域の魅力と活力が創出される取組の推進が重要であ

ることから、本市の都市づくりの課題を「持続可能な都市の形成」、「安

全・安心な都市の形成」、「定住促進」、「にぎわい・魅力づくり」、「自然

環境の保全・活用」、「移動しやすい交通環境の提供」の６つの項目で整

理しました。

 また、「３．緑地の保全及び緑化の推進に関する課題」については、

環境を維持形成する機能や、自然や土との触れ合いの場としてのレクリ

エーション機能、災害の発生・拡大の防止などの防災機能、都市景観へ

の影響といった景観機能など４つの系統ごとに課題を整理しました。

 次に、「第４章 都市づくりの基本理念・目標」についてでございま

す。

 「１．都市づくりの基本理念」については、『安全・安心な環境で、

子供から高齢者まで全ての世代が「住む」、「働く・学ぶ」、「遊ぶ」とい

った日常生活を快適で健康的に過ごすことができ、県都の特長を活かし

た盛んな交流を図るとともに、将来にわたって持続可能である都市づく

りを行う』ということを都市づくりの基本理念とし、都市づくりのテー

マを、『安心して住み 快適に暮らせる 未来につながるまちづくり』、

副題として『県都の特長を活かした活発な交流と笑顔あふれる暮らしの

実現』と設定しました。
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 そして、「２．都市づくりの目標」として、「①持続可能な都市の形成」、

「②都市防災力の強化」、「③定住促進と活力の強化」、「④快適で健康的

な暮らしができるまちづくり」の４つを大きな目標としました。

 続きまして、４ページをご覧ください。

 「第５章 全体構想」についてでございます。

 「１．将来都市構造」（１）都市構造の基本的な考え方についてです

が、今後の都市づくりにおいては、人口減少下においても現在までに築

かれた生活基盤が維持できる、人口密度が必要となってまいりますの

で、鉄道駅等の移動利便性の高い拠点に都市機能が集積し、その周辺に

良好な生活サービス機能が確保された居住地を形成することで都市の

コンパクト化を図る「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の構築が

重要となります。そのため、都市機能や居住の誘導方針、誘導に向けた

施策等を定めた立地適正化計画を都市マスタープランと同時に策定し、

新たな都市構造の構築を目指します。

 また、地震・津波による災害リスクに対応した、安全・安心な都市構

造の構築と、都市機能の集約化を進めながらも居住地と拠点を不自由な

く移動できる道路や公共交通などの連携軸を合わせて構築します。

 次に、（２）都市構造を構成する要素としては、ゾーン、拠点、ネッ

トワークの３つを設定します。

 ゾーンについては、「都市」、「農住調和」、「農村環境共生」、「自然環

境共生」の４つのゾーンを設定し、それぞれの特性に応じた適正な土地

利用等を誘導します。

 拠点については、都市的サービスを享受できる都市的な拠点と、住民

生活や地域コミュニティの中心となる地域的な拠点等を配置し、持続可

能な都市形成を進めます。

 ネットワークについては、市内外を始め、中部圏や関西圏、さらには

世界を視野に入れ、「ひと」、「もの」、「情報」などを結びつけることが

できる総合的な交通体系の形成を進め、住民生活の利便性はもとより、

地域内外における交通の連携に努めます。

 次に、「２．将来フレーム」については、計画的な都市づくりを進め

るための基本的な枠組みとなるもので、人口、工業、商業、土地利用、

財政構造について設定しますが、このうち、土地利用フレームにつきま

しては、区域区分の決定権者である三重県と現在協議中ですので、地域

別構想編の際にお示しいたしますが、人口が減少していることから、現

行都市マスタープランにおける、市街化区域編入検討地や開発などの余

力地を位置付けることは難しい状況になっています。

 続きまして、５ページをご覧ください。

 「３．土地利用の方針」「（１）土地利用規制・誘導等に係る基本方針」

については、多極ネットワーク型コンパクトシティの構築、市街化区域

やその周辺等における良好な市街地の形成、地域特性を活かした土地利

用の促進など、柔軟かつ効果的な土地利用の実現に向けた具体的な土地

利用規制・誘導に係る方針として、都市計画区域の指定の考え方など６

つの方針を位置付けます。

 次に、（２）土地利用区分と配置に関する方針については、土地利用

規制・誘導等に関する基本方針などを踏まえ、ゾーン別に 15 種類の土

地利用区分エリアを設定し、それぞれの基本的な方針を位置付けており

ます。具体的なエリア設定については、地域別構想編においてお示しし
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ます。

 次に、「４．都市づくりの分野別方針」として、①交通体系、②市街

地等、③都市環境、④都市防災、⑤その他都市施設等の分野別に方針に

ついて位置付けます。

 続きまして、６ページをご覧ください。

 「第６章 緑の施策方針、緑地の保全及び推進のための施策」につい

ては、都市緑地法に基づく緑の基本計画に該当する部分となります。

 「１．緑の施策方針」については、「①系統別緑地」、「②都市公園等」、

「③地域制緑地」の配置方針について位置付けます。

 次に、「２．緑地の保全及び緑化推進のための施策」については、都

市公園等の整備や維持管理等に関する施策を示した「①都市公園等に関

する施策」と海岸や河川などに関する施策を示した「②公共施設緑地に

関する施策」、住宅地等に対する緑地の保全・創出の施策を示した「③

民間施設緑地に関する施策」、市街地内の樹林地、農村集落、森林など

の地域の特性に応じた保全・活用の方針を示した「④緑地等の保全・活

用の方針等」を位置付けます。

 次に、「３．緑化重点地区」については、津市景観計画と整合を図り、

景観形成地区として定めた 10 地区を緑化重点地区として位置付け、そ

れぞれの地域特性に応じた整備方針を位置付けます。

 最後に、今後のスケジュールですが、平成２９年１１月の市議会協議

会で地域別構想編と立地適正化計画についてご協議いただき、その後パ

ブリックコメントを通じた意見募集と地域別の意見交換会を実施しま

す。いただきましたご意見を基に最終的なとりまとめを行い、平成３０

年１月に津市都市計画審議会に諮り、平成３０年 ３月に計画の策定、

公表を行う予定となっております。

 次に当審議会の審議内容について委員の皆様に事前説明をさせてい

ただいた際に現行都市マスタープランからの主な変更点を確認したい

というご意見がございましたので今回の都市マスタープランの策定の

ポイントについてスライドを使ってご説明させていただきたいと思い

ます。

 まず、計画期間ですが、現行の都市マスタープランは、平成２２年か

ら平成２９年度までの計画で、新たな都市マスタープランは、来年度以

降の１０年間の計画となるわけですが、現行計画の期間内で様々な社会

情勢の変化がありました。

 その社会情勢の変化について、新たな都市マス策定に関係する主なも

のとして一つ目は「人口減少の進展」、二つ目は「少子高齢化の進展」、

三つ目は「平成２３年３月に起こった東日本大震災」がありました。

 一つ目の「人口減少の進展」について、現行都市マスタープランは、

平成１７年に実施された国勢調査のデータを基に策定しており、平成２

２年実施の国勢調査によって初めて人口減少に転じたということから、

今回の都市マスタープランが、人口減少に転じてから初めて作る計画と

なります。人口が減少しますと、例えば、道路や水道、下水道などのイ

ンフラ施設の維持費の一人当たりの負担が増えることに繋がりますの

で、負担を軽減でき、持続的に発展していける都市づくりが課題となり

ます。

 また、人口減少により、開発余力も低下していくことが見込まれます。

 こういったことを踏まえ、今回の都市マスタープランでは、人口が減
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議長（浦山会長）

福田委員 

少する将来人口に見合ったコンパクトなまちづくりを目指し、そのため

に、市街化区域は原則として拡大しないこととしております。

 また、一行政区域は一つの都市計画区域が望ましいとされていること

から、現行計画には「都市計画区域の再編」の位置付けがありますが、

開発余力の低下を見据え、このタイミングで線引き都市計画である津都

市計画区域に編入していくことで新たな土地利用規制が加わり、地域の

活力の低下に繋がる可能性があると考えられることから、今後の開発動

向を見ながら、都市計画区域の再編について引き続き検討していくこと

としております。

 二つ目の「少子高齢化の進展」について、高齢者の増加によって、自

動車を運転できない交通弱者の増加が懸念されています。

 また、少子化対策として、子育てのしやすいまちづくりの必要性も問

われています。生産年齢人口が減少することで、産業の低迷に繋がり、

生産年齢人口の流出の課題もございます。

 こういったことを踏まえ、歩いて暮らせるコンパクトシティを目指す

ことや、高齢者や子育て世代が暮らしやすいよう、拠点に公共施設や、

商業、医療等の都市施設を集約させること、交通弱者のために公共交通

の維持や、乗り換えなどの利用環境を充実させること、定住促進のため

に住環境や都市機能を充実させ、雇用の確保のための新たな産業基盤用

地を拡大することなどを位置付けております。

 三つめの「平成２３年３月の東日本大震災」について、三重県が南海

トラフを震源とする津波浸水想定を行ったところ、津市の市街地の多く

が津波浸水想定区域に指定されました。

 このことを踏まえ、土地利用のエリア分けの際に、「沿岸部住宅エリ

ア」や「臨海部工業エリア」として、災害リスクの高い地域を明示する

とともに、適切な情報共有を進めることで地域の防災意識の向上を図り

つつ、津波避難ビルや津波避難協力ビル等の指定を進めるなどのソフト

対策や、命を守るための堤防などの施設整備を推進していくことを位置

付けております。

 次に、こういった社会情勢の変化を踏まえ、今回の都市マスタープラ

ンの将来都市像としては、多極ネットワーク型コンパクトシティをめざ

すこととしております。

 これは、市の中心となる「都市拠点」と、地域の中心となる「地域拠

点」を設定し、その拠点に公共施設や、商業、医療などの都市施設の集

約を目指すこととしておりますが、全ての拠点に全ての都市機能を配置

できるわけではありませんので、都市拠点と地域拠点間の公共交通を維

持・充実させ、不足する都市機能を利用したい場合は、交通弱者」でも

公共交通を使って都市拠点に行けるようにするといったもので、多極ネ

ットワーク型コンパクトシティと呼んでいます。

 以上が今回の都市マスタープランの策定のポイントでございます。

 その他事項の説明については以上となります。

 ありがとうございました。ただいまの説明についてご質問、ご意見は

ございますでしょうか。

 市議会の方にも提示をされたので新しい都市マスについては概ね理

解したつもりではありますが、各委員の先生方もご覧になったかもしれ

ませんが、先日の日本経済新聞によりますと政府は農地の９割を農地転

用可能な状態に、つまり、改正の農村地域工業導入促進法やあるいは地
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議長（浦山会長）

事務局 

福田委員 

議長（浦山会長）

松田隆雄委員 

議長（浦山会長）

域未来投資促進法などのいわゆる規制緩和によって、農振農用地区域内

の農地や第一種農地を今まで、原則農地転用不許可だったものについて

転用を可能にしていこうというような報道がありました。そこで、事務

局にお聞きをしたいのですが、この新しい１０年の大きなスパンの中で

このような中央の動き、農地の９割が農地転用出来るということについ

て直接的には都市マスタープランに結びつくものかわかりませんが、周

辺地域の活性化も含めてそのような考え方を取り入れるつもりがある

のかお聞きをしたいと思います。

 それについては７月に政令改正になるということでこの案を検討を

しているときは視野に入ってなかったので、事務局としてもお答えづら

いかなと思うのですが、どうでしょうか。

 今おっしゃっていただいた２つの法律についてですが、この現行の都

市マスタープラン（案）を作成しているときは無かったことで、経済産

業省、農水省のほうから提案されたものです。その新聞記事において、

農地の９割が農地転用できると書いてあったのですが、実は前段があり

まして、今市街化区域とか他の土地で利用をしていく中で、利用ができ

る土地が無い場合において、農地の利用をしていくというもので、基本

方針が固まっておりませんので私どももまだまだ先が見えてない状態

であります。ただ、都市マスタープランについては、今後地域別構想を

作っていく中でそういった視点が入るものなのかどうかを今後、国の基

本方針の策定状況を見ながら検討に挙げていきたいと考えています。

 議長が先ほど言っていただいたように、非常にタイムリーな話題です

が、この件については国がスピード感をもって進めていると思うので、

マスタープランへの記載については当然、基本方針がなければ進めるこ

とは出来ないので、地域別構想での考え方についてはこの流れを取り入

れていただいて、アンテナを高くしていただいてスピード感のある対応

をお願いいたします。

 ありがとうございました。

 マスタープランについてですが、私ども旧津のエリアですが、合併の

ために１０年間一番何もかもしてもらえずに遅れている。ここにきて人

口減少が起こってきていますが、私どもの連合自治会では人口が増えて

いるんですよ。まだまだ増えてきそうなんですよ。合併のために１０年

間の旧津市の振興自体は全部遅れているんです。そういうことも考えて

いただければと思います。１０年間何もしなかったので考慮してもらえ

たらと思います。

 地域別構想を作っていく際に地域の実情をよく調査して計画してく

ださいという趣旨かと思います。

 他にご質問ありますでしょうか。

説明の中で現時点での方針は示していただいたのですが、５－７ページ

に将来フレームというのが書いてありまして、人口は減る、工業出荷額

も減るというか維持されているというか、商業も減るという風に予測さ

れている。人口が増えているところもあるということですが、全体的に

見ると減るということですよね、したがってこれを前提に計算すると市

街地は今よりも今ほど必要ではなくなるわけですね。したがって開発は

少し冷静にという方向性は説明されたのですが、器に入るものが減れば

器も小さく出来るんですが、現時点では市街地を縮小するということは

考えていないということですか。
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事務局

議長（浦山会長）

事務局 

議長（浦山会長）

辻副会長 

議長（浦山会長）

事務局 

 既成の市街化区域内についてですが、先ほど説明にもあった多極ネッ

トワーク型コンパクトシティ、駅を中心とした拠点それと旧市町村役場

を中心とした地域の拠点を公共ネットワークでつなぐという都市の形

を考えております。今の市街化区域を今すぐ減らすとは考えておりませ

んが、将来的な課題としては認識しています。

 ５－２３ページを見ると下から４つ目「宅地開発などにより設置され

た小規模公園については、統合や廃止も含め、活用方法や在り方を検討

します。」という記載がありますが、既存団地の中である考え方によっ

てあまり適当でないものは廃止したり、統合すると書いてあるわけです

ね。６－５を見ると一番下の白丸ですが「開発行為により新たに形成さ

れる市街地や工業団地においては、開発技術基準等に基づき、緑地や公

園を確保します。」とある。古いものは見捨てるけども新しいものはど

んどん作るとこれは矛盾しないのでしょうか。

 開発基準に基づいた公園整備については、０．３ha を超える開発を

対象としてまして、５－２３については小規模な公園については公共施

設管理計画もあることからある程度集約等の検討もしていく必要があ

ると考えておりまして、ただ減らすというだけでなく代替え的なものが

あるかどうかも含めての検討する必要があることを記載しています。

 具体的にはどこを指しているかわからないが、小規模団地については

０．３ha で３％だと小さな公園があってそれは市で管理できないから

廃止すると聞こえる。たぶんそういう団地は高齢化していて地域の維持

力がかなり弱っているのではないかと思う。ここで市も手を引くとどう

していくのだろうと思ってしまうのだが。新規はどんどん拡げろといっ

ても小規模なものがどんどんできていって、またお荷物が増えていくの

で矛盾した表現かなと思えるので、整理していただくといいかなと思い

ます。あるいは運用指針のようなものを作っていただいて新規のもので

も例えば１ha 以上の開発で３%以上作ったら、ある程度のものになる

からこういうものは市に移管するとか小さいのは地域で維持しろとか、

そのような運用指針を明確にしていく必要があるのでは。マスタープラ

ンのため、今すぐ作れということではないが、そういった方向性がない

と矛盾してしまう。

 他ないでしょうか。

 大きな流れとしては、津を取り巻く社会状況の変化に対応できる街づ

くりを進めていこうというものだから、大きな方向性は妥当かなと思う

のですが。

 先ほど未来投資の話がありましたが、サオリーナという大きな施設が

立ちました。こういったものは当然、今後、維持が必要となってきます。

周辺の中でポツンとその建物だけがあるというのがよいのか、先ほどふ

れた農地の問題にもかかわってくるとは思いますが、総合的、経済的な

状況を考えて策定していくのがマスタープランではないのかなと思い

ます。今後この点についても考慮していただければと思います。

 他、いかがでしょうか。

 今回は、全体構想編の報告でしたが、１１月に地域別構想編の報告が

あるのですか。

 議会の方には１１月に地域別構想編としてお示しさせていただきま

して、その後、地区別説明会とパブリックコメントがありましてご意見

を集約したものを全体構想編と地域別構想編を併せて１月に都市計画
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事務局 

議長（浦山会長）

事務局 

審議会の方へ報告させていただこうと思います。

 事後報告を聞くような形になると思うのですが。

 パブリックコメントと同じ時期であれば修正や反映できて再検討し

ていただける機会があるのではないか。

 確定は３月になりますので、１月の都市計画審議会に諮らしていただ

いて、そこでご意見いただいたものをまとめさせていただいて３月に完

成となります。

 わかりました。他にご意見がなければここで報告は終わりにさせてい

ただきたいと思います。

 ありがとうございました。

 これをもちまして第２２回津市都市計画審議会を閉会とさせていた

だきます。長時間にわたりどうもありがとうございました。

 閉会にあたりまして副市長より挨拶を述べさせていただきます。

【副市長挨拶】

【閉会】


